
 

 

 

 

 

  

 

10月17日の県人勧を受け、来たる10月29日に第116回臨時

大会を開催し、確定闘争へ向けた賃金・職場改善、人員確

保などの取り組み方針を確認する。 

確定の具体的な交渉は 10 月 31 日の人事課長交渉を皮切

りに、11 月 17 日の総務部長交渉までの間となる。11 月９

日の地公共闘人事課長交渉をヤマ場とし、状況により交渉

押上げのため県庁座り込み配置も想定する。 

私たちの賃金が決定する大切な取り組みとなるため、今

確定闘争に多くの組合員の結集を要請する。（交渉日程の詳細は裏面掲載） 

 

 

 

 

確定闘争の

要求を押し上

げるべく、知事

あて大型ハガ

キ署名に取り

組む。11月９日

の交渉ヤマ場

の地公共闘人

事課長交渉な

どで提出する。

「職場の一言

要求」欄には組

合員の切実な

声を記載し、当

局に直接伝え

ていく。組合員をはじめ多くの職員の署名により

当局交渉を強化し、改善を実現しよう。 
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人事委員会勧告

及び報告実施！

確定での改善に

向け、支部・分会

から取り組みに

結集しよう。 
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【賃金課題】（地公共闘課題） 

・月例給・一時金の早期改定 

・「扶養手当見直し」阻止 

・高齢層職員の勤務意欲維持のための賃金改善 

・通勤手当の自己負担解消（新幹線通勤者等）・ガソ

リン価格下落を理由とした手当改悪阻止 

・住居手当等の諸手当改善 

・子育て支援のための休暇制度の拡充 

【県職労独自課題】 

・欠員の即時解消、業務実態を踏まえた人員確保 

・超過勤務縮減・手当の全額支給（超勤予算確保） 

・高齢層職員の実感できる勤務意欲確保策 

・任期付職員の処遇改善（人員確保のための任期の定

めのない職員への採用枠拡大） 

・臨時・非常勤職員の処遇改善 

・再任用希望者全員の確保（雇用と年金の接続） 

・ハラスメント対策の充実（管理職の指導強化、相談

窓口の改善等） 

「職場の一言要求」に各分会で

の要求事項や生活・職場改善の

切実な声を自由に記載しよう！ 



◎当面の交渉日程（予定） 

 10/31の週（人事課総括課長交渉）：10/31地公共闘、11/4県職労（独自課題） 確定要求書提出 

 11/７の週（人事課総括課長交渉）：11/9地公共闘、11/11県職労（独自課題） 交渉ヤマ場 

 11/14の週（総務部長交渉）：11/16地公共闘、11/17県職労（独自課題）    確定闘争最終局面 

 

 

 

 

 

 

県人勧どおりの月例給・一時金の早期改定・差額支給を求めて

いく。右表は県人勧どおりに給与改定された場合の影響額の試算

だ。主に一時金の増額により、実現すれば年約５万円～７万円の

賃上げとなる。生計費確保のため早期実施を求めていく。 

加えて、本年４月導入の給与制度の総合的見直しにより県職員

の約４割が現給保障を受けており、結果月例給は据え置かれる。

確定闘争において、中高齢層職員の勤務意欲が確保できる具体的

な改善策を求めていく必要がある。 

 

 

 県人勧では、国より経過期間を１年間延長するものの、2017年４月から段階的に配偶者の手当を減額

させ、子への手当を引き上げる国追随の見直しを勧告した。 

この見直しは、①民間実態と乖離した恣意的勧告（配偶者への手当制度を有する民間事業者の７割が

見直す予定がない、民間の支給額も公務員と均衡しており見直し根拠がない）、②配偶者を扶養する世

帯での大幅な賃下げ（子育て支援への効果は限定的。扶養手当受給者の５割が配偶者の手当を受給して

おり、影響は計り知れない）。③手当を必要とする家庭こそ深刻な影響（親の介護等で配偶者を扶養し

ている場合も賃下げ）など問題だらけだ。これらの問題点を当局に追及し、導入阻止を強く求めていく。 

 

 

 人事委員会報告では、通勤手当のうち、交通機関利用に関し「長距離通勤の実態や他県の状況を踏ま

え必要な検討」を当局に求めており、確定闘争で前進回答を引き出していく。一方、交通用具利用に関

しては「ガソリン価格の動向を踏まえ改定の必要性の検討」を当局に求めており、これを根拠とした改

悪提案も想定される。高速道路利用者への通勤手当や住居手当の改善も継続要求していく。 

 

 

 欠員解消・業務量に応じた人員配置は喫緊の課題だ。４月時点

での欠員は139人に上るほか、2016分会基礎調査（調査率48.7％）

でも右表のとおり178人の人員要求が積み上がっている。欠員を

放置し、業務量に応じた人員確保を怠ってきた当局を厳しく追及

し、人員確保を最重要課題として取り組む。また、超勤縮減、サ

ービス残業撲滅のため、超過勤務の実態を把握させ、命令の適正

実施・手当の全額支給及び超勤予算確保を求めていく。 

（単位：円）

号給
基本給
増額分

一時金
増額分

合　計

１級25号 18,000 33,195 51,195

2級33号 14,400 41,670 56,070

3級41号 7,200 49,424 56,624

4級97号 4,800 65,384 70,184

5級89号 - 66,952 66,952

《試算上の留意点》
・各級の号は2016年度人事委員会報告において当該級内

で最も在籍者が多い号（１号にあっては大卒初任給）を選択
した。
・５級はほとんどが給与制度の総合的見直しの現給保障対

象となっていることから、基本給の増額なしとして試算。

　県人勧の影響試算額（年額）

県庁 盛岡広域 県南広域 沿岸広域 県北広域 合　計

事務企画 3 1 1 1 2 8
事務用地 1 2 3 6
事務税務 7 7
事務その他 11 1 19 7 2 40
専門土木 1 2 16 6 25
専門福祉 2 4 5 2 2 15
専門普及 3 2 8 1 3 17
専門企画 1 6 1 8
研究員 8 3 11
現業 2 4 6
専門他 18 2 8 4 3 35
合　計 38 24 79 34 13 178

2016分会基礎調査での人員要求数 


